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昭和58年4月2日か
ら昭和59年4月1日
までに生まれた
方々です。
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　近年、生活様
式が多様化し
住民指向とし
てうるおいの
ある豊かな生
活を送ること
ができる住宅

が求められています。このことから国では、「優良田園住宅の
建設の促進に関する法律」に基づいて、農山村地域や都市の近
郊に優良な住宅建設の促進に取り組んでいます。
　町では、この法律を活用し北海道と協議をしながら町内で
の優良田園住宅の建設が可能な地区や条件が盛り込まれてい
る「基本方針」を策定しました。
　基本方針の詳しい内容を知りたい方はまちづくり推進課
（�３－３０７３）までご連絡ください。
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　先日来、イラクでテロの犠牲になった日
本大使館の職員二人の葬儀の様子が何回も
テレビで放映されたが若い遺族の姿が写る
たびにいたいたしく感じた。
　今日、札幌コンベンションセンターでイ
ラクへの自衛隊を派遣することを強烈に非
難する作家の講演を聞きながらさまざまな
事を感じた。
　もう忘れていた事だったのに想い出した
事がある・・・・・・・・・・・。
　太平洋戦争中に私は母に云われるままに
「オトウサン、オゲンキデスカ。」と云う手
紙を何回も書いたが終戦後はシベリヤに抑
留されたらしいと云う以外に父の音信は三
年間途絶えた。
　晩になると私達兄弟４人が寝ている枕元
へ母が来て「俊彦、父さんは生きていると思
うかい。」と８才の私に話しかけてきた時の
母の顔を・・・・・・・・である。
　６０年近くたってもあの時の母の寂しそう
な顔は忘れていなかった事に気づいた。
　父は昭和２３年８月無事復員して来た。
　然し外務省のあの家族に父は帰って来ない。
　小泉総理が国民に危険を覚悟でイラクへ行
く自衛隊員に敬意をはらってほしいと云われ
た、然し「気の毒でたまらない。」気持が先に
たつのは私が思想的に変なのだろうか？
　最低でも当別町の自衛隊員や家族に自衛
隊員がいる当別の人に犠牲者が出ないでほ
しいと願う以外何も出来ない。
　こんな私は国家観を持たない浅はかな自
治体の首長なんだろうか。
　６０年も前、母が私に問いかけて来た時と
同じ心境にいる。
　イラクはキリスト教ではないからクリス
マスは関係ないにしても、もうすぐ新年は
来る。いい初夢を見たい。

�地方分権時代の基礎自治体は、これまで以上に地域の特

性を活かし、住民自治の充実を図りながら新しいまちづ

くりを行わなければなりません。それには新しい行政シ

ステムの構築が必要であり、当別町においては、合併問

題は避けて通れない課題と考えます。

�合併協議の相手（月形町と新篠津村から新篠津村１村へ）

が変わったことを町民皆さんの理解を得るためには、新

篠津村と歩調を合わせ、慎重に時間をかけて説明してい

くことが必要であると考えます。

�12月９日に新篠津村の加賀谷村長と会談しましたが、新

篠津村としても、合併協議の相手が変わったことと、２

町村の財政シミュレーションや地方制度調査会の最終答

申にあった「地域自治組織」に関する検討を深めてから、

合併の協議を行いたいとの考えを確認しました。

　こうした経緯から、年明け後の早い段階で、今後の取り

組みについて、明らかにしていきたいと考えております。
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市町村合併に関する出前説明会を開催しています。

質問・ご意見は企画部企画課（�3-3042）へ。


